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新春元氣が出るセミナー 

日 時：2014 年 2 月 4 日（火） 
13:30～16：30（開場 13:00～） 

講 師：第 1 部  
税理士法人ＳＢＣパートナーズ 

代表社員 柴田 昇 

第 2 部 

鍵山 秀三郎 氏 

対 象：経営者・幹部 

定 員：100 名（先着順） 

参加費：１名様 3,000 円(税込) 
※当日会場にてお渡し下さい。 
弊社顧問契約先 無料 

会 場：産業創造館 6 階 会議室Ｅ 
地下鉄堺筋線・中央線  

堺筋本町駅 徒歩 6 分 

問合せ：税理士法人 SBC パートナーズ 

TEL 06－6315－1819 

（担当：吉田・宮阪） 

SBC Seminar
 

セミナー案内 

 

 

常勤役員が非常勤になった

後で退職したようなケース

では、報酬が大幅に減額さ

れ、最終月額報酬を基に算

定する功績倍率法では、退

職給与の適正額が極端に低

額に抑えられてしまうとい

ったケースがでてきます。

このような場合に利用され

るのが 1 年あたり平均額法

で、類似法人における退職

役員の退職給与の額をその

勤続年数で除して得た額の

平均額に、自社の退職役員

の勤続年数を乗じて適正額 

を算定するという方法です｡ 

Ｓｃｏｐｅ 

１年あたり平均額法 

SBC First Ｔａｘ
エスビーシー・ファーストタックス 

過大役員退職給与の判定で判示 

｢最高功績倍率法｣の適用を認めず!? 

東京高裁はこのほど、過大役員退職金の判定を巡り争われてい

た事案について、役員退職給与の適正額は、同業類似法人の功績

倍率の平均値を基に「平均功績倍率法」により算定すべきである

として、「最高功績倍率法」を適用すべきであるとする納税者の主

張を斥ける判断を下している（平成 25 年（行コ）第 169 号・平成

25 年 3 月 22 日判決、現在最高裁に上告受理申立中）。 

《判決要旨》 

役員退職給与のうち「不相当に高額な部分の金額」は損金算入

されない旨を規定する法人税法 36 条と法人税法施行令 72 条に照

らせば、役員退職給与に「不相当に高額な部分の金額」が含まれ

るか否かを判断するためには、退職役員がその法人の業務に従事

した期間や退職の事情を考慮するとともに、その法人と同種の事

業を営む法人で、その事業規模が類似するもの、すなわち、同業

類似法人の役員に対する退職給与の支給状況等と比較して検討す

るのが相当である。 

役員退職給与の適正額の算定方法として、一般に、平均功績倍

率法、1 年あたり平均額法および最高功績倍率法がある。「平均功

績倍率法」は、最終月額報酬、勤続年数および功績倍率の平均値

を用いるが、例えば、最終月額報酬は、通常、退職役員の在職期

間中の報酬の最高額を示すもので、退職直前に大幅に引き下げら

れたなどの特段の事情がある場合を除き、退職役員の法人に対す

る功績の程度を最もよく反映していることなどから、同業類似法

人の抽出が合理的である限り、「平均功績倍率法」を用いることが、

法令の趣旨に最も合致する合理的な方法である。 

「最高功績倍率法」を用いる場合は、同業類似法人の抽出基準

が必ずしも十分でない場合や、抽出件数が僅少、かつ、その法人

と最高功績倍率を示す同業類似法人とがきわめて類似している場

合など、平均功倍率法によるのが不相当である特段の事情がある

場合に限られる。本件では、税務当局が用いた抽出基準は合理的

であり、原告と本件同業類似法人のうち最高功績倍率を示す法人

がきわめて類似していると認められる事情はなく、最高功績倍率

法を用いるべき場合には当たらない。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


